
４営利目的として利用者が1,001円以上の入場料（これに類するものを含み、
　資料代その他の実費を除く。）を徴収する場合及び商品の展示、宣伝又は販売
　その他の営業活動を行う場合の使用料は、利用時間区分の所定の使用料の2倍に
　相当する額とします。

５ご質問・


